
平
成
十
九
年
五
月
十
七
日

参
議
院
内
閣
委
員
会

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
案
及
び
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す

る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
は
、
両
法
律
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
留
意
し
、
そ
の
運
用
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
（
新
公
庫
）
の
組
織
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
国
民
一
般
、
中
小
企
業
者
及
び
農
林
水
産
業

者
の
資
金
需
要
に
質
量
と
も
に
的
確
に
応
え
る
も
の
と
し
、
そ
の
た
め
に
必
要
か
つ
十
分
な
財
政
措
置
等
を
講
ず
る
と
と
も

に
、
欠
損
金
処
理
を
行
う
場
合
に
は
、
透
明
性
を
確
保
し
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
の
政
策
遂
行
の
た
め
に
行
わ
れ
た
貸
付
け
に
よ

り
生
じ
た
コ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
適
切
に
財
政
措
置
等
を
講
ず
る
こ
と
。

な
お
、
財
政
措
置
等
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
目
的
を
明
確
化
す
る
こ
と
。

二
、
新
公
庫
の
組
織
設
計
・
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
統
合
効
果
に
よ
り
効
率
的
な
事
業
運
営
の
実
現
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
向
上
に

努
め
る
と
と
も
に
、
業
務
の
態
様
の
違
い
を
踏
ま
え
て
内
部
組
織
を
編
成
し
、
専
門
的
能
力
を
有
す
る
職
員
の
窓
ロ
配
置
・

育
成
を
適
切
に
行
う
な
ど
、
利
用
者
の
利
便
性
の
維
持
・
向
上
を
図
る
こ
と
。

三
、
新
公
庫
の
組
織
設
計
・
運
営
に
当
た
り
、
特
に
、
生
活
衛
生
関
係
営
業
者
に
つ
い
て
は
、
個
人
営
業
者
等
零
細
な
事
業
者

が
多
い
こ
と
や
公
衆
衛
生
の
向
上
に
資
す
る
事
業
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
引
き
続
き
、
き
め
細
か
い
対
応
が
行
わ
れ
る
よ

う
、
十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
。



四
、
新
公
庫
が
国
民
生
活
金
融
公
庫
か
ら
承
継
す
る
教
育
資
金
貸
付
の
貸
付
対
象
範
囲
の
見
直
し
に
よ
り
、
民
間
金
融
機
関
か

ら
も
新
公
庫
か
ら
も
貸
付
け
を
受
け
ら
れ
な
い
層
が
生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

五
、
中
小
企
業
金
融
公
庫
の
一
般
貸
付
の
廃
止
に
際
し
て
は
、
そ
の
時
々
の
経
済
金
融
情
勢
及
び
政
策
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
、
必

要
に
応
じ
特
別
貸
付
制
度
に
お
い
て
メ
ニ
ュ
ー
を
新
設
・
拡
充
す
る
な
ど
、
中
小
企
業
者
の
資
金
需
要
に
機
動
的
に
対
応
す

る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

六
、
新
公
庫
に
お
い
て
は
、
過
度
な
担
保
主
義
・
保
証
人
主
義
か
ら
の
脱
却
を
図
り
、
特
に
、
第
三
者
保
証
を
必
要
と
し
な
い

よ
う
に
す
る
こ
と
。

七
、
新
公
庫
に
お
い
て
は
、
国
際
協
力
銀
行
が
果
た
し
て
き
た
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
確
保
や
国
際
競
争
力
確
保
等
の
機
能
を
引

き
続
き
適
切
に
果
た
す
た
め
、
政
府
開
発
援
助
の
円
借
款
等
と
の
有
機
的
な
連
携
を
図
り
つ
つ
、
国
際
協
力
銀
行
部
門
の
対

外
的
信
用
の
維
持
と
業
務
の
積
極
的
展
開
が
一
貫
し
た
体
制
の
下
で
可
能
と
な
る
よ
う
、
適
切
な
人
材
の
確
保
を
含
め
た
体

制
の
整
備
に
努
め
る
と
と
も
に
、
国
内
部
門
の
勘
定
と
収
支
相
償
原
則
に
基
づ
く
国
際
部
門
の
勘
定
と
を
明
確
に
区
分
す
る

こ
と
。

ま
た
、
新
公
庫
は
、
我
が
国
の
国
際
競
争
力
の
強
化
に
資
す
る
環
境
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
取
り

組
む
こ
と
。

八
、
危
機
対
応
体
制
に
つ
い
て
は
、
新
公
庫
に
お
け
る
機
動
的
な
対
応
及
び
完
全
民
営
化
機
関
を
は
じ
め
と
す
る
民
間
の
指
定

金
融
機
関
の
機
能
や
ノ
ウ
ハ
ウ
の
積
極
的
な
活
用
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
商
工
組
合
中
央
金
庫
、
日
本
政
策
投
資
銀
行
等
の
政



策
金
融
機
関
が
行
っ
て
き
た
危
機
対
応
と
同
水
準
の
条
件
及
び
範
囲
の
危
機
対
応
が
確
保
さ
れ
、
危
機
時
に
必
要
な
者
に
資

金
が
円
滑
に
供
給
さ
れ
る
よ
う
必
要
か
つ
十
分
な
財
政
措
置
等
を
講
ず
る
な
ど
制
度
の
運
用
に
万
全
を
尽
く
す
こ
と
。

ま
た
、
指
定
金
融
機
関
が
的
確
に
危
機
対
応
を
行
い
得
る
よ
う
、
金
融
監
督
行
政
に
お
い
て
十
分
に
配
慮
し
、
柔
軟
性
を

持
っ
た
対
応
を
行
う
こ
と
。

九
、
新
公
庫
の
貸
付
残
高
に
係
る
数
値
目
標
の
要
否
の
議
論
は
、
現
場
の
意
見
を
尊
重
し
、
中
小
企
業
等
の
資
金
需
要
、
民
間

金
融
機
関
の
動
向
、
内
外
の
経
済
金
融
情
勢
の
変
化
等
を
十
分
に
踏
ま
え
、
政
策
金
融
改
革
の
影
響
を
見
極
め
つ
つ
、
慎
重

に
行
い
、
機
械
的
な
目
標
設
定
は
し
な
い
こ
と
。

十
、
新
公
庫
の
業
務
の
在
り
方
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
国
内
金
融
業
務
及
び
国
際
協
力
銀
行
業
務
に
お
け
る
統
合
効
果
に

つ
い
て
も
十
分
に
検
証
を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


